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令和８年度 介護支援専門員専門研修 

更新研修（実務経験者<初回更新対象者>）実施要綱 
 

1. 目 的 

介護支援専門員証に有効期間が付され、更新時に研修の受講を課すことにより、定期的な研修受講の機

会を確保し、介護支援専門員として必要な知識及び技術の向上を図り、専門職としての能力の保持・向上

を図ることを目的とする。 
 

2. 主 催 

特定非営利活動法人 秋田県介護支援専門員協会 

 

3. 対象者 

研修対象者は、介護支援専門員証の交付を受けてから、その有効期間が満了するまでに介護支援専門

員として実務に従事している方又は従事していた経験を有する方（以下「実務経験者」という。）で、介

護支援専門員証の有効期間がおおむね１年以内に満了する方。 

 

① 更新研修においては介護支援専門員としての経験の多寡は問いません。（「実務経験」については、

別紙参照。）ただし、現任でなおかつ介護支援専門員証の有効期間内に３年以上の実務経験のある方

は、専門研修課程Ⅰ及び専門研修課程Ⅱを受講してください。 

② 実務経験期間は、最新の有効期間（有効期間満了日より遡って、５年間）の間で、研修の申込

日までに何年従事したかを実務経験期間として算定してください。 

③ 専門研修課程Ⅰ及びⅡと同様の内容で実施されます。 

④ 介護支援専門員研修専門研修課程Ⅰ・Ⅱを受講し修了されている方は、別途更新研修を受講す

る必要はありません。（開催要綱１１．（４）へ） 

⑤ 以前専門研修課程Ⅰ相当の研修を受講されている方は、前期研修の受講が免除となります。 た

だし、前期免除の場合も、受講料の金額は変わりません。 

⑥ 有効期間満了日までに更新研修を修了し、介護支援専門員証の更新の手続きをしないと、有効期

間満了後は、介護支援専門員の実務に従事することができなくなります。ただし、再研修の受講修了後、

介護支援専門員証の交付申請を行い、新たな有効期間の介護支援専門員証の交付を受けることで、実

務に就くことができます。ただし、交付を受ける前に実務に就きますと登録が取り消されます。 

⑦ 万が一実務経験者が、実務未経験の更新研修を受講した場合、または実務未経験者が実務経験

者の更新研修を受講した場合は、研修を修了されても受講そのものが無効となり、介護支援専門員証の

更新の手続きができません。 

※介護支援専門員証の交付を受けてから、その有効期間が満了するまでに介護支援専門員として実務

に従事した経験を有しない方を「実務未経験者」といいます。 

 

4. 申込方法 

日本介護支援専門員協会のホームページを経由し、オンラインにてお申し込みいただきます。 

下記の QR コードまたは URL からお申し込みください。電話や来局でのお申し込みは受け付けておりません。 
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【申込専用 QR コード】       【申込専用 URL】 

https://www.jcma.or.jp 

 

   申込みが完了すると、申込時に登録したメールアドレス宛てに「申込完了」の自動配信メールが届きます。 

   自動配信メールが届かない場合は、事務局までご連絡ください。 
 

※詳細は、当協会ホームページ「法定研修」に掲載の「研修申込方法（受講管理システムについて）」を 

ご参照ください。 
 

 申込期間：令和 8 年 4 月 1 日 (水) ～ 17 日（金）（各組共通） 
 

5. 受講手数料 

受講手数料 30,000 円 

 テキスト代  9,680 円（税込） 
 

6. 納付方法および納付期限 

① 申込期限後、おおむね 2 週間を目途に、申込時に各自が指定した送付先へ「テキスト」「受講決定通

知書」を送付いたします。「振込依頼書」も同封しますので、銀行窓口・ATM・インターネットバンキング

等にて、記載の金額をお振り込みください。 

② 「受講決定通知書」に記載の納付期限日までに、期日厳守でお振り込みください。 

③ 研修で使用するテキストについては、必ず購入していただきます。 

④ 期限日までに納付できない場合、事務局までご連絡ください。 

⑤ 一度お振り込みいただいた受講手数料及びテキスト代は、いかなる理由があっても返金できません。あ

らかじめご了承ください。 
 

7. 研修形式 

全日程がオンラインでの研修となります。会場での受講開催はありません。 

 更新研修（実務経験者＜初回更新対象者＞） 前期  

① 講義科目(オンデマンド配信による動画視聴)：   33 時間 

② 演習科目（Zoom ミーティングシステムによるオンライン研修）： 23 時間 45 分 

                         合計 56 時間 45 分 

 

 更新研修（実務経験者＜初回更新対象者＞） 後期  

① 講義科目(オンデマンド配信による動画視聴)：   17 時間 

② 演習科目（Zoom ミーティングシステムによるオンライン研修）： 15 時間 45 分 

                            合計 32 時間 45 分 

8. 研修方法 

更新研修（実務経験者＜初回更新対象者＞） 前期  

（１） 講義科目（動画視聴） ＜別表１＞ 講義①～⑯ 

各自のパソコン等により、都合の良い日程・時間に動画を視聴してください。 

https://www.jcma.or.jp/
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演習科目を受講する前に、すべての動画視聴を完了する必要がありますのでご注意ください。 

動画の視聴状況については、事務局において確認します。 

※詳細は、当協会ホームページ「法定研修」に掲載の「講義科目 オンデマンド配信について」をご参照ください。 

 

（２） 演習科目（オンライン） ＜別表１＞ 演習①～⑩ 

下記のいずれかの日程にて、Zoom ミーティングシステムを使用したオンライン研修を受講してください。 

なお、演習科目を受講するためには、（１）の講義科目①～⑯すべての動画視聴を終える必要が 

あります。 

 
＜演習科目の時間割＞ 合計 23 時間 45 分（4 日間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

更新研修（実務経験者＜初回更新対象者＞）前期  日程 開催方法 定 員 

１組 令和 8 年 6 月 23 日（火）～6 月 26 日（金） 4 日間 

オンライン 

15 名 

２組 令和 8 年 7 月 7 日（火）～7 月 10 日（金） 4 日間 15 名 

 時刻 科  目 時間数 

１

日

目 

9:30 

 

12:30 

13:30 

17:15 

ケアマネジメントにおける実践の振り返り及び課題の設定 ３ 

休憩 

ケアマネジメントにおける実践の振り返り及び課題の設定 3:45 

２

日

目 

9:30 

11:30 

12:30 

14:30 

16:30 

生活の継続及び家族等を支える基本的なケアマネジメント 2 

休憩 

脳血管疾患のある方のケアマネジメント ２ 

認知症のある方及び家族等を支えるケアマネジメント ２ 

３

日

目 

9:30 

11:30 

 
12:30 

14:30 

16:30 

大腿骨頸部骨折のある方のケアマネジメント 2 

休憩  

心疾患のある方のケアマネジメント ２ 

誤嚥性肺炎の予防のケアマネジメント ２ 

４

日

目 

9:30 

11:30 

12:30 

 

14:30 
 
15:30 

看取り等における看護サービスの活用に関する事例 2 

休憩  

家族への支援の視点や社会資源の活用に向けた関係機関との連

携が必要な事例のケアマネジメント 
2 

研修全体を振り返っての意見交換、講評及びネットワーク作り 1 

 



- 4 - 

 

 更新研修（実務経験者＜初回更新対象者＞） 後期  

（１） 講義科目（動画視聴） ＜別表１＞ 講義①～⑪ 

各自のパソコン等により、都合の良い日程・時間に動画を視聴してください。 

なお、演習科目を受講する前に、すべての動画視聴を完了する必要がありますのでご注意ください。 

動画の視聴状況については、事務局において確認しています。 

※詳細は、当協会ホームページ「法定研修」に掲載の「講義科目 オンデマンド配信について」をご参照ください。 

 

（２） 演習科目（オンライン）＜別表１＞ 演習①～⑧ 

下記のいずれかの日程にて、Zoom ミーティングシステムを使用したオンライン研修を受講してください。 

なお、演習科目を受講するためには、（１）の講義科目①～⑪すべての動画視聴を終える必要が 

あります。 

 

更新研修（実務経験者＜初回更新対象者＞）後期 日数 開催方法 定 員 

１組 令和 8 年 7 月 15 日（水）～ 7 月 17 日（金） 3 日間 

オンライン 

15 名 

２組 令和 8 年 8 月 18 日（火）～ 8 月 20 日（木） 3 日間 15 名 

３組 令和 8 年 9 月 30 日（水）～10 月 2 日（金） 3 日間 10 名 

 

＜演習科目の時間割＞ 合計 15 時間 45 分（3 日間） 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 時間 科  目 時間数 

１

日

目 

9:30 

11:15 

 

14:15 

 

16:15 

生活の継続及び家族等を支える基本的なケアマネジメント 1:45 

脳血管疾患のある方のケアマネジメント 

休憩（12:15~13:15） 
2 

認知症のある方及び家族等を支えるケアマネジメント 2 

２

日

目 

9:30 
 

11:30 

12:30 

 

14:30 
 

16:30 

 

0 

大腿骨頸部骨折のある方のケアマネジメント 2 

休憩 

心疾患のある方のケアマネジメント 2 

誤嚥性肺炎の予防のケアマネジメント 2 

３

日

目 

9:30   

11:30 
12:30 
 

14:30 

看取り等における看護サービスの活用に関する事例 2 

休憩 

家族への支援の視点や社会資源の活用に向けた関係機関との連携が必要

な事例のケアマネジメント 

家族への支援の視点や社会資源の活用に向けた関係機関との

連携が必要な事例のケアマネジメント 

 

2 
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9. 研修内容 前期 56 時間 45 分 + 後期 32 時間 45 分 = 合計 89 時間 30 分 

更新研修（実務経験者＜初回更新対象者＞） 前期   

＜別表 1＞ 

科 目 目 的 内 容 時間数 

ケアマネジメントに

おける実践の振り

返 り 及 び課 題 の

設定 

介護支援専門員として

の実践の振り返りを通

じて、ケアマネジメントプ

ロセスを再確認し、専

門職としての自らの課

題を理解する。 

また、ケアマネジメントプ

ロセスに関する最新の

知見を確認し、実践の

あり方の見直しを行う。 

・各自の実践を省みることにより、ケアマネ

ジメントプロセスにおける各項目の持つ意味

と重要性に関して再確認し課題等を認識

するための講義を行う。 

・専門職としての知識・技術を高めていく上

での克服すべき課題等を認識する講義を

行う。 

・振り返りに当たっては、担当事例を活用す

ることとし、担当事例におけるケアマネジメン

トの視点(アセスメントの結果から課題(ニー

ズ)を導き出すまでの考え方、当該課題(ニー

ズ)に対するサービスの選定理由等)を発表

し、他の受講者との意見交換を通じて、自

分自身の技量における課題を認識・理解

する。 

・質の評価やデータ活用を行いながら、科学

的に効果が裏付けられた質の高いサービス

の提供に向けた現状の取組及び課題につ

いての講義を行う。 

講義及び 

演習 

8 時間 45 分 

・講義① 

・演習① 

介護保険制度及

び地域包括ケア

システムの現状※ 

 

 

 

介護保険制度の最新

の動向、地域包括ケア

システムの構築や地域

共生社会の実現に向

けた現状の取組を理解

した上で、今後の地域

包括ケアシステムの展

開における介護支援専

門員としての関わりを

理解する。 

また、地域包括ケアシ

ステムの中で、利用者

及びその家族を支援し

ていくに当たって、関連

する制度等を理解す

る。 

・介護保険制度の改正等の状況、地域包

括ケアシステムの構築や地域共生社会の

実現に向けた現状の取組及び課題に関す

る講義を行う。  

・地域包括ケアシステムの構築に向けて、

介護支援専門員が果たすべき役割に関す

る講義を行う。  

・利用者が、住み慣れた地域で自立した生

活を継続するためには、利用者だけでなくそ

の家族を支援するという視点も必要である

ことから、ヤングケアラーや仕事と介護の両

立支援等利用者の家族も含めた支援に

関連する各種制度や社会資源、介護支

援専門員に求められる役割に関する講義

を行う。  

・フォーマルだけでなくインフォーマルな社会資

源との連携やそれらの活用と働きかけに関

する講義を行う。 

講義 3 時間 

・講義② 
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対人個別援助技

術（ソーシャルケー

スワーク）及び地

域援助技術（コミ

ュニティソーシャルワ

ーク）※ 

対 人 個 別 援 助 技 術

（ソーシャルケースワー

ク）と地域援助技術

（コミュニティソーシャル

ワーク）の違いと役割

を理解する。 

・対人個別援助技術（ソーシャルケースワー

ク）の考え方と地域援助技術（コミュニティ

ソーシャルワーク）の概念・機能・目的に関

する講義を行う。 

・対人個別援助技術（ソーシャルケースワー

ク）に必要な知識・技術及び地域援助技

術（コミュニティソーシャルワーク）の展開技

法についての講義を行う。 

・個別事例の支援から地域課題の把握、

課題の共有、課題解決に向けた地域づくり

や資源開発などに至る一連のプロセスに関

する講義を行う。 

・実際に取り組む場である地域ケア会議の

意義や機能及び一連のプロセスの中におけ

る介護支援専門員としての役割に関する講

義を行う。 

・個別事例の支援や地域課題の把握から

解決に向け、保険者を含む多職種連携の

意義やネットワーク作りの視点と方法に関す

る講義を行う。 

講義 3 時間 

・講義③ 

 

 

ケアマネジメントの

実践における倫理

※ 

ケアマネジメントを実践

する上で感じた倫理的

な課題や、認知症や

終末期、身寄りのない

高齢者など、意思決

定支援の必要性を踏

まえ、チームで対応して

いく際のチームアプロー

チの方法及び高齢者

の権利を擁護する上で

必要な制度等を理解

する。 

・ケアマネジメントを実践する上で介護支援

専門員が備えるべき、利用者本位、自立

支援、公正中立、人権の尊重、守秘義

務、利用者のニーズの代弁等の倫理に関す

る講義を行う。 

・ケアマネジメントを実践する上で生じうる具

体的な倫理的課題に対する心構えや対応

方法についての講義を行う。 

・認知症、身寄りのない高齢者、看取りの

ケース等における意思決定支援の必要性や

意思決定に向けた支援プロセスに関する講

義を行う。 

・倫理的な課題に対するチームアプローチの

重要性を認識し、その手法に関する講義を

行う。 

・成年後見制度や高齢者虐待防止法

等、高齢者の尊厳や権利擁護に関する講

義を行う。 

講義 3 時間 

・講義④ 
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生活の継続を支

えるための医療と

の連携及び多職

種協働の実践※ 

実践を通じて感じた医

療との連携や多職種

協働に関する課題を

踏まえ、今後の実践に

向けて必要な知識・技

術を理解する。 

・ケアマネジメントを実践する上で必要な疾

病や医療との連携、多職種協働の必要

性・重要性を再確認するための講義を行

う。 

・これまでの実践を省みて課題を認識し、医

療との連携や多職種協働を実践していくた

めの課題解決の方法に関する講義を行う。 

・介護支援専門員から医療機関や多職種

に情報を提供する際の留意点及び、医療

機関や多職種から情報を収集する際の留

意点についての講義を行う。 

・サービス担当者会議や地域ケア会議にお

ける多職種との効果的な協働の手法に関

する講義を行う。 

講義 4 時間 

・講義⑤ 

 

リハビリテーション

及び福祉用具等

の 活 用に 関す る

理解※ 

 

リハビリテーションや福

祉用具等に関する基

礎知識及び活用に当

たっての基本的な視点

を理解する。 

・リハビリテーション（口腔リハビリテーション

を含む。）や福祉用具等に関する基礎知

識の向上と活用に当たっての基本的な視

点に関する講義を行う。 

・リハビリテーション専門職及び福祉用具専

門相談員等との連携方法等に関する講義

を行う。 

講義 2 時間 

・講義⑥ 

 

ケアマネジメントの

演習 

生活の継続及び

家 族 等 を 支 え る

基本的な 

ケアマネジメント 

高 齢 者 の 生 理 、 心

理、生活環境などの

構造的な理解を踏ま

えたケアマネジメント手

法を修得する。 

・ケアマネジメントを実践する上で必要な高

齢者の生理、高齢者やその家族の心理、

住環境や同居者の有無などそれぞれの要

素と要素の関係性の重要性に関する講義

を行う。 

・「適切なケアマネジメント手法」の基本的

な考え方及び疾患の有無に関わらず、高

齢者の機能と生理に基づく在宅のケアマネ

ジメントやその前提となる多職種との情報

共有において必要な視点、想定される支援

内容を整理した「基本ケア」について理解す

る。 

・それらの関係性を踏まえたアセスメント、課

題分析の視点、居宅サービス計画等への

具体的な展開方法など、支援に当たっての

ポイントを理解する。 

・高齢者の代表的な疾患や症候群別のケ

アマネジメントを学ぶことの有効性について

理解する。 

・高齢者の生理、心理、生活環境等の構

造的な理解を踏まえたケアマネジメントに関

講義及び 

演習 4 時間 

・講義⑦ 

・演習② 
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する１つの事例について様々な状況等を勘

案した、実践しうる複数の対応策（居宅サ

ービス計画の作成）が検討できるよう、必

要な知識・技術を修得する。 

脳血管疾患のある

方のケアマネジメン

ト 

脳血管疾患の特徴を

理解するとともに、望

む生活を継続するため

のケアマネジメントにお

ける留意点を踏まえた

ケアマネジメント手法を

修得する。 

・脳血管疾患の分類、症状、後遺症、生

活障害の程度と身体機能の関係、廃用

症候群との関係性についての講義を行う。 

・脳血管疾患における療養上の留意点や

起こりやすい課題について理解する。 

・脳血管疾患に特有な検討の視点や想定

される支援内容を整理した「適切なケアマ

ネジメント手法」の「疾患別ケア（脳血管

疾患がある方のケア）」について理解する。 

・脳血管疾患がある方のケアマネジメントに

関する１つの事例について様々な状況等

を勘案した、実践しうる複数の対応策

（居宅サービス計画の作成）が検討でき

るよう、必要な知識・技術を修得する。 

講義及び 

演習 3 時間 

・講義⑧ 

・演習③ 

 

認知症のある方

及び家族等を支

えるケアマネジメン

ト 

認知症の特徴を理

解するとともに、望む

生活を継続するため

のケアマネジメントに

おける留意点を踏ま

えたケアマネジメント

手法を修得する。 

・認知症や精神疾患に関する医学的・心

理的基礎知識の向上と認知症施策に関

わる多職種との連携方法等に関する講義

を行う。 

・認知症等の特性を踏まえた早期の対応

方法や家族も含めた支援方法などを修得

するとともに、地域で生活を継続していくた

めの支援を行う上で必要な視点を理解す

る。 

・認知症に特有な検討の視点や想定され

る支援内容を整理した「適切なケアマネジ

メント手法」の「疾患別ケア(認知症がある

方のケア)」について理解する。 

・認知症がある方のケアマネジメントに関す

る 1 つの事例について様々な状況等を勘

案した、実践しうる複数の対応策(居宅サ

ービス計画の作成)が検討できるよう、必要

な知識・技術を修得する。 

講義及び 

演習 

4 時間 

・講義⑨ 

・演習④ 
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大腿骨頸部骨折

の 

ある方のケアマネ

ジメント 

大腿骨頸部骨折の特

徴を理解するとともに、

望む生活を継続するた

めのケアマネジメントに

おける留意点を踏まえ

たケアマネジメント手法

を修得する。 

・大腿骨頸部骨折の原因、症状、生活を

する上での障害及び予防方法に関する講

義を行う。 

・その他の筋骨格系疾患の種類、原因、

症状、生活をする上での障害及び予防改

善方法や、廃用症候群の原因、生活をす

る上での障害及び予防改善方法に関する

講義を行う。 

・大腿骨頸部骨折における療養上の留意

点や起こりやすい課題について理解する。 

・大腿骨頸部骨折に特有な検討の視点や

想定される支援内容を整理した「適切なケ

アマネジメント手法」の「疾患別ケア（大腿

骨頸部骨折がある方のケア）」の内容を

理解する。 

・大腿骨頸部骨折がある方のケアマネジメ

ントに関する１つの事例について様々な状

況等を勘案した、実践しうる複数の対応

策（居宅サービス計画の作成）が検討で

きるよう、必要な知識・技術を修得する。 

講義及び 

演習 

3 時間 

・講義⑩ 

・演習⑤ 

心疾患のある方

のケアマネジメント 

心不全につながる心

疾患の特徴を理解

するとともに、望む生

活を継続するための

ケアマネジメントにお

ける留意点を踏まえ

たケアマネジメント手

法を修得する。 

・心疾患の種類、原因、症状、生活をする

上での障害及び予防改善方法に関する講

義を行う。 

・心疾患における療養上の留意点や起こりや

すい課題について理解する。 

・心疾患に特有な検討の視点や想定される

支援内容を整理した「適切なケアマネジメン

ト手法」の「疾患別ケア（心疾患がある方の

ケア）」の内容を理解する。 

・心疾患を有する方のケアマネジメントに関す

る１つの事例について様々な状況等を勘案

した、実践しうる複数の対応策（居宅サービ

ス計画の作成）が検討できるよう、必要な

知識・技術を修得する。 

講義及び 

演習 

4 時間 

・講義⑪ 

・演習⑥ 
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誤嚥性肺炎の予

防のケアマネジメ

ント 

誤嚥性肺炎の特徴を

理解するとともに、望む

生活を継続するための

ケアマネジメントにおける

留意点を踏まえたケア

マネジメント手法を修得

する。 

・誤嚥性肺炎の特徴や誤嚥性肺炎の予防

のためのケアマネジメントにおける留意点や

起こりやすい課題を踏まえた支援に当たって

のポイントに関する講義を行う。 

・誤嚥性肺炎の予防における「適切なケアマ

ネジメント手法」の「基本ケア」の重要性を再

確認する講義を行う。 

・誤嚥性肺炎の予防における検討の視点や

想定される支援内容を整理した「適切なケ

アマネジメント手法」の「疾患別ケア（誤嚥

性肺炎の予防のためのケア）」の内容を理

解する。 

・誤嚥性肺炎の予防のためのケアマネジメン

トに関する１つの事例について様々な状況

等を勘案した、実践しうる複数の対応策

（居宅サービス計画の作成）が検討できる

よう、必要な知識・技術を修得する。 

講義及び 

演習 

3 時間 

・講義⑫ 

・演習⑦ 

看取り等における

看護サービスの活

用に関する事例 

看護サービスの活用

が必要な事例を用

いて講義・演習を行

うことにより、看護サ

ービスの活用に係る

知識及びケアマネジ

メント手法を修得す

る。 

・看護サービスに関する基礎知識の向上と

活用に当たっての基本的な視点に関する講

義を行う。 

・訪問看護計画との関連付けや看護職との

連携方法等に関する講義を行う。 

・看取り等における看護サービスの活用に関

する事例を用いて、適切なアセスメントを行

う際の重要なポイントや地域の社会資源を

活用したケアマネジメントを実践する知識・

技術を修得する。 

・１つの事例について様々な状況等を勘案

した、実践しうる複数の対応策（居宅サー

ビス計画の作成）が検討できるよう、必要

な知識・技術を修得する。 

講義及び 

演習 

3 時間 

・講義⑬ 

・演習⑧ 

 

 

家族への支援の

視点や社会資源

の活用に向けた関

係機関との連携

が必要な事例の

ケアマネジメント 

家族への支援の視

点や社会資源の活

用に向けた関係機

関との連携が必要な

事例の特徴、関連

する施策の内容や動

向、対応する際の留

意点等を踏まえたケ

アマネジメント手法を

修得する。 

・単なるレスパイトだけでなく今後の介護に対

する不安や利用者、家族同士の軋轢への

介入など家族支援における基本的な視点

に関する講義を行う。 

・他法他制度（難病施策、高齢者虐待防

止関連施策、障害者施策、生活困窮者

施策、仕事と介護の両立支援施策、ヤング

ケアラー支援関連施策、重層的支援体制

整備事業関連施策等）の知識やインフォー

マルサービスの活用に係る視点が必要な事

例の特徴、対応する際の留意点について理

解する。 

講義及び 

演習 

4 時間 

・講義⑭ 

・演習⑨ 
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・関連する他法他制度の内容や動向に関

する講義を行う。 

・他法他制度の活用が必要な事例のケアマ

ネジメントを行う際の社会資源の活用に向

けた関係機関や多職種との連携、相互理

解の必要性、状態に応じた多様なサービス

の活用方法について理解する。 

・他法他制度の活用が必要な事例のケアマ

ネジメントに関する１つの事例について様々

な状況等を勘案した、実践しうる複数の対

応策（居宅サービス計画の作成）が検討

できるよう、必要な知識・技術を修得する。 

個人での学習及

び介護支援専門

員相互間の学習

※ 

指導・支援、コーチン

グ、スーパービジョン等

の違いを踏まえ、自

らがそれらを受ける

際 の心構えや 、法

定研修終了後も法

定外研修や OJT 等

を通じて、専門職と

して不断に自己研

鑽を行うことの重要

性を理解する。 

・個人で専門性を高めていく際に必要な視

点、手法に関する講義を行う。 

・指導支援、コーチング、スーパービジョン等の

基本的な考え方、内容、方法を理解すると

ともに、これらを受ける側と行う側双方に求

められる姿勢に関する講義を行う。 

・個人で研鑽する場合と介護支援専門員

相互間で研鑽する場合に求められる内容や

手法とその関係性についての講義を行う。 

・専門職として継続した自己研鑽を行うこと

の必要性・重要性について講義を行う。 

・研修において獲得した知識・技術につい

て、更なる実践力を身につけるため、法定外

研修や OJT 等を活用した、具体的な自己

研鑽の実施方法、地域における学びの場や

機会の状況等についての講義を行う。 

講義 3 時間 

・講義⑮ 

 

研修全体を振り

返 って の 意 見 交

換、講評及びネッ

トワーク作り 

研修全体を通じた振

り返りを行うことで、

今後の学習課題を

認識し、自己研鑽の

意欲を高める。 

また、研修受講者間

でのネットワークの構

築を図る。 

・研修全体の振り返りを行うに当たって、グ

ループ又は全体で意見交換を行い、専門

的助言を含めて、研修における学習の成果

や今後の学習課題への意識付けのための

講評を行う。 

・現場で生じうる課題への対応や共同で研

修する機会を作るため、研修受講者間にお

いてネットワークの構築を図る。 

講義及び 

演習 

2 時間 

・講義⑯ 

・演習⑩ 
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更新研修（実務経験者＜初回更新対象者＞） 後期    

介護保険制度及

び地域包括ケアシ

ステムの今後の展

開※ 

 

介護保険制度の 最

新の動向、地域包括

ケアシステムの構築や

地域共生社会の 実

現に向けた現状の取

組を理解した上で、今

後の地域包括ケアシ

ステムの展開における

介護支援専門員とし

て の関わ りを理解す

る。 

また、地域包括ケアシ

ステムの中で、利用

者及びその家族を支

援していくに当たって、

関連する制度等を理

解する。 

・介護保険制度の改正等の最新状況、

地域包括ケアシステムの構築や地域共生

社会の実現に向けた現状の取組及び課

題についての講義を行う。 

・地域包括ケアシステムの構築に向けて、

介護支援専門員が果たすべき役割に関す

る講義を行う。 

・利用者やその家族を支援する上で関連

する最新の制度、動向及び社会資源に関

する講義を行う。 

・介護保険制度や介護支援専門員を取

り巻く状況など現状で課題となっている事

項に関する講義を行う。 

講義 3 時間 

・講義① 

 

ケアマネジメントの

実践における倫理

※ 

高齢者の権利を擁

護する上で必要な

制度等に関する動

向を確認するととも

に、ケアマネジメント

を実践する上で感じ

た倫理的な課題の

振り返りを行い、実

践のあり方の見直し

を行う。 

・介護支援専門員が備えるべき、利用者

本位、自立支援、公正中立、人権の尊

重、守秘義務、利用者のニーズの代弁等

の倫理に関する講義を行う。 

・高齢者の権利擁護や意思決定支援

（認知症、身寄りのない高齢者、看取り

のケース等）に関する制度等に関する講

義を行う。 

・倫理的な視点を含めたケアマネジメント

の実践のあり方についての講義を行う。 

講義 2 時間 

・講義② 

 

リハビリテーション

及び福祉用具等

の活用に関する理

解※ 

 

リハビリテーションや福

祉用具等を活用す

るに当たっての知識

や関連職種との連

携方法、インフォーマ

ルサービスも含めた地

域の社会資源を活

用したケアマネジメン

トについて理解する。 

・リハビリテーションや福祉用具等を活用す

るに当たって重要となる関連知識や歯科

医師、リハビリテーション専門職等との連

携方法に関する講義を行う。 

・リハビリテーションや福祉用具等の活用を

検討するに当たり、効果的なものとなるよ

うインフォーマルサービスも含めた地域の社

会資源を活用したケアマネジメントの展開

に関する講義を行う。 

講義 2 時間 

・講義③ 
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ケアマネジメントに

おける実践事例の

研究及び発表 

生活の継続及び

家 族 等 を 支 え る

基本的なケアマネ

ジメント 

「適切なケアマネジメ

ント手法」の「基本ケ

ア」の内容を踏まえた

アセスメントや居宅サ

ービス計画等の作成

ができ、他の事例に

も対応できる知識・

技術を修得する。 

・「適切なケアマネジメント手法」の基本的

な考え方及び高齢者が有する疾患に関係

なく想定される支援内容及び多職種との

情報共有において必要な視点を整理した

「基本ケア」について理解する。 

・インフォーマルサービスも含めた地域の社会

資源を活用したケアマネジメントの展開に

関する講義を行う 

・各自が担当している事例（居宅サービス

計画等）を持ち寄り、「基本ケア」の内容

を踏まえた事例の分析、発表、意見交換

等を通じて、適切なアセスメントを行う際の

留意点や居宅サービス計画等の作成にお

ける留意点を理解、再確認する。それらの

留意点や必要に応じ根拠となる各種統計

データを活用する等により、別の類似の事

例等にも広く対応することができる知識・技

術を修得する。 

講義及び 

演習 

2 時間 45 分 

・講義④ 

・演習① 

脳血管疾患のある

方のケアマネジメン

ト 

脳血管疾患の特徴

を理解するとともに、

望む生活を継続する

ためのケアマネジメン

トにおける留意点を

踏まえたケアマネジメ

ン ト 手 法 を 修 得 す

る。 

また、「適切なケアマ

ネ ジメ ン ト 手 法 」 の

「疾患別ケア（脳血

管疾患がある方のケ

ア）」の内容を踏ま

えたアセスメントや居

宅サービス計画等の

作成ができ、他の事

例にも対応できる知

識 ・ 技 術 を 修 得 す

る。 

・脳血管疾患に特有な検討の視点や想

定される支援内容を整理した「適切なケア

マネジメント手法」の「疾患別ケア（脳血

管疾患がある方のケア）」について理解す

る。 

・インフォーマルサービスも含めた地域の社会

資源を活用したケアマネジメントの展開に

関する講義を行う 

・各自が担当している脳血管疾患がある

方のケアマネジメントに関する事例（居宅

サービス計画等）を持ち寄り、「疾患別ケ

ア（脳血管疾患がある方のケア）」の内

容を踏まえ、事例の分析、発表、意見交

換等を通じて、適切なアセスメントを行う際

の留意点や居宅サービス計画等の作成に

おける留意点を理解、再確認する。それら

の留意点や必要に応じ根拠となる各種統

計データを活用する等により、別の類似の

事例等にも広く対応することができる知識・

技術を修得する。 

講義及び 

演習 

3 時間 

・講義⑤ 

・演習② 
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認知症のある方及

び家族等を支える

ケアマネジメント 

認知症の特徴や療

養上の留意点、起こ

りやすい課題の理解

を踏まえたケアマネジ

メント手法を修得す

る。 

また、「適切なケアマ

ネ ジメ ン ト 手 法 」 の

「疾患別ケア（認知

症がある方のケア）」

の内容を踏まえたア

セスメントや居宅サー

ビス計画等の作成が

でき、他の事例にも

対応できる知識・技

術を修得する。 

 

・認知症の要介護者等及び家族を支援す

るに当たり重要となる各種知識及び医療

職をはじめとする多職種や地域住民との

連携方法に関する講義を行う。 

・認知症に特有な検討の視点や想定され

る支援内容を整理した「適切なケアマネジ

メント手法」の「疾患別ケア（認知症があ

る方のケア）」の内容を理解する。 

・インフォーマルサービスも含めた地域の社会

資源を活用したケアマネジメントの展開に

関する講義を行う 

・各自が担当している認知症等により生活

障害がある方のケアマネジメントに関する事

例（居宅サービス計画等）を持ち寄り、

「疾患別ケア（認知症がある方のケア）」

の内容を踏まえ、事例の分析、発表、意

見交換等を通じて、適切なアセスメントを

行う際の留意点や居宅サービス計画等の

作成における留意点を理解、再確認す

る。それらの留意点や必要に応じ根拠とな

る各種統計データを活用する等により、別

の類似の事例等にも広く対応することがで

きる知識・技術を修得する。 

講義及び 

演習 

4 時間 

・講義⑥ 

・演習③ 

大腿骨頸部骨折

のある方のケアマ

ネジメント 

大腿骨頸部骨折の

特徴を理解するとと

もに、望む生活を継

続するためのケアマネ

ジメントにおける留意

点を踏まえたケアマネ

ジメント手法を修得

する。 

また、「適切なケアマ

ネ ジメ ン ト 手 法 」 の

「疾患別ケア（大腿

骨頸部骨折がある

方のケア）」の内容

を踏まえたアセスメン

・大腿骨頸部骨折に特有な検討の視点

や想定される支援内容を整理した「適切な

ケアマネジメント手法」の「疾患別ケア（大

腿骨頸部骨折がある方のケア）」の内容

を理解する。 

・インフォーマルサービスも含めた地域の社会

資源を活用したケアマネジメントの展開に

関する講義を行う。 

・各自が担当している大腿骨頸部骨折の

ある方のケアマネジメントに関する事例

（居宅サービス計画等）を持ち寄り、「疾

患別ケア（大腿骨頸部骨折がある方のケ

ア）」の内容を踏まえ、事例の分析、発

表、意見交換等を通じて、適切なアセスメ

講義及び 

演習 

3 時間 

・講義⑦ 

・演習④ 
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トや居宅サービス計

画等の作成ができ、

他の事例にも対応で

きる知識・技術を修

得する。 

ントを行う際の留意点や居宅サービス計画

等の作成における留意点を理解、再確認

する。それらの留意点や必要に応じ根拠と

なる各種統計データを活用する等により、

別の類似の事例等にも広く対応することが

できる知識・技術を修得する。 

心疾患のある方の

ケアマネジメント 

心不全につながる心

疾患の特徴を理解

するとともに、望む生

活を継続するための

ケアマネジメントにお

ける留意点を踏まえ

たケアマネジメント手

法を修得する。 

また、「適切なケアマ

ネ ジメ ン ト 手 法 」 の

「疾患別ケア（心疾

患がある方のケア）」

の内容を踏まえたア

セスメントや居宅サー

ビス計画等の作成が

でき、他の事例にも

対応できる知識・技

術を修得する。 

・心疾患に特有な検討の視点や想定され

る支援内容を整理した「適切なケアマネジ

メント手法」の「疾患別ケア（心疾患があ

る方のケア）」の内容を理解する。 

・インフォーマルサービスも含めた地域の社

会資源を活用したケアマネジメントの展開

に関する講義を行う 

・各自が担当している心疾患を有する方の

ケアマネジメントに関する事例（居宅サー

ビス計画等）を持ち寄り、「疾患別ケア

（心疾患がある方のケア）」の内容を踏

まえ、事例の分析、発表、意見交換等を

通じて、適切なアセスメントを行う際の留

意点や居宅サービス計画等の作成におけ

る留意点を理解、再確認する。それらの

留意点や必要に応じ根拠となる各種統

計データを活用する等により、別の類似の

事例等にも広く対応することができる知

識・技術を修得する。 

講義及び 

演習 

3 時間 

・講義⑧ 

・演習⑤ 

 

誤嚥性肺炎の予

防のケアマネジメン

ト 

 

誤嚥性肺炎の特徴

を理解するとともに、

望む生活を継続する

ためのケアマネジメン

トにおける留意点を

踏まえたケアマネジメ

ン ト 手 法 を 修 得 す

る。 

また、「適切なケアマ

ネ ジメ ン ト 手 法 」 の

「疾患別ケア（誤嚥

性肺炎の予防のため

・誤嚥性肺炎の予防における「適切なケア

マネジメント手法」の「基本ケア」の重要性

を再確認する講義を行う。 

・誤嚥性肺炎の予防における検討の視点

や想定される支援内容を整理した「適切な

ケアマネジメント手法」の「疾患別ケア（誤

嚥性肺炎の予防のためのケア）」の内容を

理解する。 

・インフォーマルサービスも含めた地域の社会

資源を活用したケアマネジメントの展開に

関する講義を行う。 

・各自が担当している誤嚥性肺炎の予防

講義及び 

演習 

3 時間 

・講義⑨ 

・演習⑥ 
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のケア）」の内容を

踏まえたアセスメント

や居宅サービス計画

等の作成ができ、他

の事例にも対応でき

る知識・技術を修得

する。 

のためのケアマネジメントに関する事例（居

宅サービス計画等）を持ち寄り、「疾患別

ケア（誤嚥性肺炎の予防のためのケア）」

の内容を踏まえ、事例の分析、発表、意

見交換等を通じて、適切なアセスメントを

行う際の留意点や居宅サービス計画等の

作成における留意点を理解、再確認す

る。それらの留意点や必要に応じ根拠とな

る各種統計データを活用する等により、別

の類似の事例等にも広く対応することがで

きる知識・技術を修得する。 

看取り等における

看護サービスの活

用に関する事例 

看護サービスの活用

が必要な事例を用い

て講義・演習を行う

ことにより、看護サー

ビスの活用に係る知

識及び効果的なケア

マネジメント手法を修

得する。 

また、演習等で得ら

れた看護サービスの

活用に係る示唆、留

意点等を踏まえ、他

の事例にも対応する

ことができる知識・技

術を修得する。 

・各自が担当している看護サービスを組み

入れた居宅サービス計画等を持ち寄り、事

例に関して分析した内容の発表、意見交

換等を通じて、適切なアセスメントを行う際

の留意点や居宅サービス計画等の作成に

おける留意点を理解、再確認する。それら

の留意点や必要に応じ根拠となる各種統

計データを活用する等により、別の類似の

事例等にも広く対応することができる知識・

技術を修得する。 

・看取り等を含む看護サービスを活用する

に当たって重要となる各種知識や医師、

看護師等との連携方法に関する講義を行

う。 

・看取り等を含む看護サービスを検討する

に当たり、効果的なものとなるようインフォー

マルサービスも含めた地域の社会資源を活

用したケアマネジメントの展開に関する講義

を行う。 

講義及び 

演習 

3 時間 

・講義⑩ 

・演習⑦ 

家族への支援の

視点や社会資源

の活用に向けた関

係機関との連携

が必要な事例の

ケアマネジメント 

家族への支援の視

点や社会資源の活

用に向けた関係機

関との連携が必要な

事例の特徴、関連

する施策の内容や動

向、対応する際の留

・家族に対する支援に当たり重要となる各

種知識や関係機関、地域住民をはじめと

する多職種との連携方法に関する講義を

行う。 

・他法他制度（難病施策、高齢者虐待

防止関連施策、障害者施策、生活困窮

者施策、仕事と介護の両立支援施策、ヤ

講義及び 

演習 

4 時間 

・講義⑪ 

・演習⑧ 
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意点を踏まえたケア

マネジメント手法を修

得する。 

また、演習等で得ら

れた家族への支援や

他法他制度の活用

に係る示唆、留意点

等を踏まえ、他の事

例にも対応すること

ができる知識・技術

を修得する。 

ングケアラー支援関連施策、重層的支援

体制整備事業関連施策等）の活用が必

要な事例の特徴、対応する際の留意点に

関する講義を行う。 

・関連する他法他制度の内容や動向に関

する講義を行う。 

・インフォーマルサービスも含めた地域の社会

資源を活用したケアマネジメントの展開に

関する講義を行う。 

・各自が担当している家族への支援の視

点や他法他制度の活用が必要な事例

（居宅サービス計画等）を持ち寄り、事

例に関して分析した内容の発表、意見交

換等を通じて、適切なアセスメントを行う際

の留意点や居宅サービス計画等の作成に

おける留意点を理解、再確認する。それら

の留意点や必要に応じ根拠となる各種統

計データを活用する等により、別の類似の

事例等にも広く対応することができる知識・

技術を修得する。 

 

10. 演習の事例について 

各自へ郵送される「受講決定通知書」にて詳細をご確認ください。また、同時に当協会のホームページにも 

掲載いたしますので、併せて参考にしてください。 

 

11. 修了評価テストについて 

本研修の修了に当たっては、全科目について修了評価テストがあります。 

講義のみの科目(※のついた科目)は、講義動画視聴修了時に、講義と演習のある科目は演習修了時に、

オンラインでテストを行います。なお、修了評価テストは各科目 8 日間とし、解答時間は 15 分です。 

 

12. 更新手続きについて 

（１） 更新研修を修了された方には、後日、秋田県より修了証明書を郵送いたします。 

（２） 有効期間内に更新研修の全課程、もしくは専門研修課程Ⅰ・専門研修課程Ⅱを修了された方
は、有効期間満了日までに速やかに介護支援専門員証の更新の申請を秋田県介護支援専門
員協会へ行ってください。 

研修を受講および修了しただけでは、更新されません。 

手続方法は、秋田県のホームページ「美の国あきたネット」に掲載の手順をご確認ください。 

URL：https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/939 

https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/939
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13．その他 
 
（１） 申込みに当たっては本要綱の「３.対象者」を改めてご確認の上、お間違えのないようお願いいたします。 

➀ 実務経験期間は、最新の有効期間（有効期間満了日から遡って５年間）において、 

研修の申込日までを実務経験期間として算定してください。 

➁ 実務に従事している期間が有効期間外である場合は、実務経験期間には算入できません。 

（２）  研修期間中に遅刻・早退または欠席をした場合は、修了証明書を発行できませんのでご注意ください。 

（３）  日程・内容等について、一部変更する場合があります。変更の際は、当協会ホームページ及びメール 

または受講決定通知書等にてお知らせいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜お問い合わせ先＞ 

特定非営利活動法人 秋田県介護支援専門員協会 

〒010-0922 秋田市旭北栄町 1-5 

Tel: 018-893-4011 ／ Fax: 018-893-4012 

E-mail: seminar@acma.jp 

mailto:seminar@acma.jp
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別紙 1 

＜介護支援専門員の「実務経験」とは＞ 

介護支援専門員の実務経験とは、次の事業所又は施設において、介護支援専門員としてケアプランの作

成等に従事していたことを指します。 

対 象 事 業 所 

1 居宅介護支援事業所 

2 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム、軽費老人ホームなど） 

3 小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護（複合型サービスを含む）、認知

症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福

祉施設入居者生活介護に係る地域密着型サービス事業者 

4 介護保険施設（介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院） 

5 介護予防特定施設入居者生活介護に係る介護予防サービス事業者 

6 介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護に係る地域密

着型介護予防サービス事業者 

7 介護予防支援事業者 

8 地域包括支援センター 

 

 


